
精神科医の心の健康相談
■ 4 月 7 日から 5 月 26 日までの木曜。各

13 時 30 分～ 15 時。祝日を除く　■保健所　■対
象市内に住んでいる人　■料金無料　■申込方法申
込先に連絡
○申保健予防課（☎ 30･9728、℻ 30･9833）

こころの相談カフェ
■内容臨床心理士などが対応　■4 月から 5

月まで　■対象市内に住んでいるか通勤している
人　■料金無料　■申込方法申込先に連絡

【みんくる】■火曜、各 14 時～ 17 時。5 月 17 日㈫
を除く。5 月 18 日㈬ 17 時 30 分～ 20 時 30 分

【中央図書館】■ 4 月 17 日㈰、5 月 15 日㈰。各
13 時～ 16 時
○申こころの相談カフェ

（☎ 0120･905399、℻ 55･4664）

市勤労者生活資金貸し付け
無料相談

■内容教育費、医療費、冠婚葬祭費などを低金利
で貸し付ける制度の説明・相談　■4 月 10 日㈰、

17 日㈰。各10 時～ 17 時　■九州労働金庫ローン
センター久留米　■対象市内に住んでいる 64 歳以
下で、融資制度がない中小企業に 1 年以上勤めて
いる人　■申込方法申込先に連絡
○申同センター（☎ 33･7117、℻ 33･7123）

認知症介護電話相談
■内容日常生活での対応、在宅介護の悩み

などに介護経験者が対応　■ 4 月 12 日から 26
日までの火曜 。各10 時 ～15 時　■相談電話番
号 30･9210
問長寿支援課（☎ 30･9207、℻ 36･6845）

外国人のための無料相談会
■内容在留資格、国際結婚、労働問題など

の悩みに行政書士や弁護士、社会保険労務士が対
応。多言語通訳サービスあり　■ 4 月 16 日㈯ 13
時～ 16 時　■みんくる　■申込締切 4 月 15 日㈮
○申広聴・相談課（☎ 30･9096、℻ 30･9711）

成年後見無料相談会
■内容財産管理、生活の悩みに社会福祉士

や行政書士などが対応　■ 4 月 23 日㈯、5 月 21
日㈯。各 13 時～ 16 時　■みんくる　■対象高齢
者や障害のある人、家族など　■申込方法申込先
に連絡
○申権利擁護支援センターふれあい会の辻さん

（☎ 080･1766･3040、℻ 35･2744）

身体障がい者巡回相談
■内容義肢や装具の購入・修理の必要性を

医師が判定。本人が来館し、身体障害者手帳か指
定難病医療受給者証、印鑑、相談する補装具を持
参　■ 5 月 10 日㈫ 9 時 30 分～ 15 時　■市総合福
祉会館　■対象義肢・装具の作製、義肢のソケッ

ト交換が必要な人　■料金無料　■申込締切 4 月
20日㈬
○申障害者福祉課（☎ 30･9035、℻ 30･9752）

憲法週間無料法律相談会
■内容金銭、家事、不動産などの法律問題

の悩みに対応　■5 月 13 日㈮ 13 時～ 16 時　■久
留米法律相談センター　■定員 24 人・先着順　■申
込開始 4 月 25 日㈪ 9 時
○申同センター（☎ 30･0144、℻ 32･2691）

若者のための相談窓口を開設
　4 月から若者のための相談窓口「みらく

る」を開設します。悩みや困りごとに、専門の相
談員が対応。「どこに相談していいかわからない」

「こんなこと相談していいのかな」なども気軽に
相談してください。
■月～水・金曜 8 時 30 分～ 17 時 15 分。木曜 8
時 30 分～ 19 時。祝・休日、年末年始を除く　■青
少年育成センター　■対象中学校卒業後から39 歳
までの人、家族　■料金無料。面接相談は申込先
に連絡
○申青少年育成課（☎ 0120･369656、℻ 34･9001、

□ wakamono@city.kurume.fukuoka.jp）

情報ほっとライン
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・月 1 回発行になって、はや 1 年。読者の皆さん
からのさまざまな意見を受けながら、試行錯誤の
日々でした。どうすれば、楽しくてためになる紙
面ができるか毎号頭を悩ませてきました。ここに
来て、少しは紙面も落ち着いてきたかなと感じて
います。新年度に当たり、タイトル色を変えてみ
ました。気持ちも新たに取り組んでいきます。（豊）

編集後記

5月分 市民相談のご案内

◉市民センター

◉総合支所◉本庁舎 6 階

耳納 筑邦 上津 千歳 高牟礼
★一般相談

10:00 〜 16:00 16 日㈪ 24 日㈫ 31 日㈫ 30 日㈪ 27 日㈮

★弁護士相談
14:00 〜 16:00 ― ― ― 17 日㈫ ―

行政相談
13:00 〜 16:00 ― ― 13 日㈮ ― ―

人権相談
13:00 〜 16:00 ― ― ― 20 日㈮ ―

田主丸 北野 城島 三潴
★一般相談

10:00 〜 16:00 19 日㈭ 6 日㈮ 26 日㈭ 10 日㈫

★弁護士相談
13:30 〜 15:30 6 日㈮ 16 日㈪ 12 日㈭ 24 日㈫

行政相談
13:00 〜 16:00 13 日㈮

人権相談
13:00 〜 16:00 ― 20 日㈮ ― 20 日㈮

一般・市政相談 8:30 〜 17:15 平日

★弁護士相談 13:00 〜 16:00
11 日㈬ 
18 日㈬ 
25 日㈬

★公証業務相談 13:00 〜 15:00 17 日㈫

★司法書士相談 13:00 〜 16:00 12 日㈭

★建築相談 13:00 〜 16:00 19 日㈭

★税理士相談 13:00 〜 16:00 2 日㈪

不動産相談 13:00 〜 16:00 9 日㈪ 
23 日㈪

行政相談 13:00 〜 16:00 13 日㈮

人権相談 13:00 〜 16:00 20 日㈮

行政書士相談 10:00 〜 15:00 16 日㈪

社会保険労務士相談 10:00 〜 15:00 6 日㈮

★交通事故相談 10:00 〜 15:00 10 日㈫ 
24 日㈫

土地家屋調査士相談 13:00 〜 16:00 26 日㈭

マンション管理士相談 13:00 〜 16:00 27 日㈮

★出入国管理局相談 13:00 〜 15:00 10 日㈫

　★印の付いた相談は申し込みが必要。先着順で、申
込開始は 4 月 8 日㈮ 8 時 30 分。相談日を指定できる、
無料のチケット弁護士相談も行っています。
○申広聴・相談課（☎ 30･9017、℻ 30･9711）
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